
『図解 海上交通安全法 7訂版』正誤 

  

 本書で記載している内容に誤りがありました。読者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、

下記のとおり訂正させていただきます。 

平成 28年 10月現在 

 

１ 【頁】 22  

【箇所】上から 16行目 

【誤】 避ければ足りる。 

【正】 避けなければならない。 

 

２ 【頁】 35～38 

 【箇所】図 2-29 ～図 2-32 

 【誤】 図中の行き先信号に誤りあり。 

 【正】 別紙①～④を貼付してご使用ください。 

 

３ 【頁】 43 

 【箇所】表中 1行目 

 【誤】 201ｍ未満 

 【正】 200ｍ未満 

 

４ 【頁】 43 

 【箇所】下から 4行目 

 【誤】 第 165号） 

 【正】 第 165号）） 

 

以上 

 



図 2-29　浦賀水道航路，中ノ瀬航路
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図 2-30　 伊良湖水道航路（上），明石海峡航路（中），来島海峡航路（下）
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図 2-30　 伊良湖水道航路（上），明石海峡航路（中），来島海峡航路（下）
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